
個 人 情 報 開 示 の 申 出 に つ い て （ 手 引 ）  

 

１  開 示 申 出 を 行 え る か た  

( 1 )  被 保 険 者 本 人  

( 2 )  被 保 険 者 の 法 定 代 理 人 （ 成 年 後 見 人 ・ 保 佐 人 ・ 補 助 人 ）  

( 3 )  当 該 被 保 険 者 か ら 開 示 申 出 に 関 す る 同 意 を 得 て い る 民 法

第 ７ ２ ５ 条 に 規 定 す る 親 族（ 6 親 等 内 の 血 族 ，配 偶 者 ， 3 親

等 内 の 姻 族 ）  

２  開 示 対 象 と す る 個 人 情 報  

以 下 の 写 し （ も し く は 閲 覧 ） と な り ま す 。  

( 1 )  介 護 認 定 審 査 会 資 料  

( 2 )  認 定 調 査 票  

( 3 )  主 治 医 意 見 書  

( 4 )  介 護 保 険 （ 要 介 護 認 定 ・ 要 支 援 認 定 ・ 要 介 護 変 更 ） 申 請

書 及 び 申 請 情 報 確 認 票  

( 5 )  介 護 保 険  要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 等 結 果  

３  親 族 が 開 示 申 出 を す る と き の 注 意 点  

親 族 の 開 示 の 申 出 に つ い て は ， 要 介 護 認 定 等 に 係 る 個 人 情

報 開 示 申 出 書 の 被 保 険 者 同 意 確 認 欄 に 署 名 （ 代 筆 の 場 合 は 捺

印 含 む ） を 受 け る こ と が 必 要 で す 。  

４  添 付 が 必 要 な 書 類  

( 1 )  申 出 者 の 本 人 確 認 書 類  

ア  １ 点 で よ い も の  

本 人 の 写 真 が 貼 ら れ ， か つ ， 張 替 え 防 止 さ れ た 書 類  

例  日 本 国 旅 券 ， 運 転 免 許 証 ， 個 人 番 号 カ ー ド ， 写 真 付

き 身 体 障 害 者 手 帳 ， 船 員 手 帳 ， 海 技 免 状 ， 小 型 船 舶 操

縦 免 許 証 ， 猟 銃 ・ 空 気 銃 所 持 許 可 証 ， 戦 傷 病 者 手 帳 ，

宅 地 建 物 取 引 主 任 者 証 ， 電 気 工 事 士 免 状 ， 無 線 従 事 者

免 許 証 ， 認 定 電 気 工 事 従 事 者 認 定 証 ， 特 殊 電 気 工 事 資

格 者 認 定 証 ，耐 空 検 査 員 の 証 ，航 空 従 事 者 技 能 証 明 書 ，

運 航 管 理 者 技 能 検 定 合 格 証 明 書 ， 動 力 車 操 縦 者 運 転 免

許 証 ， 教 習 資 格 認 定 証 （ 猟 銃 の 射 撃 教 習 を 受 け る 資 格

の 認 定 証 で 都 道 府 県 公 安 委 員 会 発 行 の も の ），警 備 業 法

第 ２ ３ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 合 格 証 明 書 ， 官 公 庁 （ 共 済



組 合 を 含 む ） が そ の 職 員 に 対 し て 発 行 し た 写 真 付 き 身

分 証 明 証 ， 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １

０ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 人 が そ の 職 員 に 対

し て 発 行 し た 写 真 付 身 分 証 明 証 ， 総 務 省 設 置 法 （ 平 成

１ １ 年 法 律 第 ９ １ 号 ） 第 ４ 条 第 １ ５ 号 の 適 用 を 受 け る

法 人 が そ の 職 員 に 対 し て 発 行 し た 写 真 付 身 分 証 明 証 ，

地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 １ １ ８ 号 ） 第

２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 人 が そ の 職 員 に 対 し て 発 行 し

た 写 真 付 身 分 証 明 証  

イ  ２ 点 必 要 な も の  

( ｱ )  健 康 保 険 被 保 険 者 証 及 び 年 金 手 帳 な ど の う ち １ 点  

例  健 康 保 険 被 保 険 者 証 ， 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 ，

船 員 保 険 被 保 険 者 証 ， 介 護 保 険 被 保 険 者 証 ， 後 期 高

齢 者 医 療 保 険 被 保 険 者 証 ， 及 び ， 国 民 年 金 手 帳 ， 国

民 年 金 証 書 ， 厚 生 年 金 保 険 年 金 証 書 ， 船 員 保 険 年 金

証 書 ， 共 済 年 金 証 書 ， 恩 給 証 書  

( ｲ )  写 真 付 き の 証 明 書  

例  写 真 付 学 生 証 ・ 生 徒 手 帳 ， 失 効 し て い る 日 本 国 旅

券 ， 失 効 し て い る 運 転 免 許 証 ， 会 社 等 の 写 真 付 き 身

分 証 明 書 ，公 の 機 関 が 発 行 し た 写 真 付 き 資 格 証 明 書 ，

在 留 カ ー ド 等 ， Ｉ Ｄ カ ー ド ， 写 真 付 き キ ャ ッ シ ュ カ

ー ド ， 写 真 付 き 通 行 証  

ウ  写 真 付 き の 証 明 書 が 無 い と き  

健 康 保 険 被 保 険 者 証 及 び 年 金 証 書 等 の う ち １ 点 で 確 認

後 ， 申 出 者 の 住 所 に 郵 送 と な り ま す 。  

( 2 )  被 保 険 者 本 人 以 外 か ら の 申 請 に お け る ， 被 保 険 者 本 人 と

の 関 係 性 を 示 す 書 類  

ア  被 保 険 者 の 法 定 代 理 人（ 成 年 後 見 人 ・ 保 佐 人 ・ 補 助 人 ） 

被 保 険 者 の 法 定 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 の 添

付 が 必 須 と な り ま す 。  

イ  当 該 被 保 険 者 か ら 開 示 申 出 に 関 す る 同 意 を 得 て い る 民

法 第 ７ ２ ５ 条 に 規 定 す る 親 族（ ６ 親 等 内 の 血 族 ，配 偶 者 ，

３ 親 等 内 の 姻 族 ）  

被 保 険 者 の 親 族 で あ る と 確 認 で き る 書 類（ 戸 籍 謄 本 等 ）



の 添 付 が 必 須 と な り ま す 。  

５  郵 送 に よ る 開 示 を 希 望 す る と き  

( 1 )  被 保 険 者 本 人 に よ る 申 出  

個 人 情 報 開 示 申 出 書 を 市 へ 送 付 す る こ と で ， 住 所 登 録 地

に 送 付 し ま す 。  

( 2 )  被 保 険 者 本 人 以 外 の 申 出  

個 人 情 報 開 示 申 出 書 お よ び 事 実 関 係 確 認 書 類（ コ ピ ー 可 ），

申 出 者 の 住 所 が 確 認 で き る 住 民 票 ・ 免 許 証 ・ 健 康 保 険 証 の

い ず れ か １ 点 （ コ ピ ー 可 ） を 市 へ 送 付 す る こ と で ， 申 出 者

の 住 所 登 録 地 に 送 付 し ま す 。  

開 示 申 出 に よ り 提 供 し た も の に は 個 人 情 報 が 含 ま れ ま す 。

取 扱 い に は ， 申 出 者 の 責 任 に お い て 細 心 の 注 意 を 払 っ て く

だ さ い 。  


